
ICT導入支援事業に
応募される方へ



1. カタログやパンフレットを用意し、導入希望の製品が補助要件を満たして
いるか確認する。
※カタログ等では不明な場合、販売店に「最終版のケアプラン標準仕様への対応状況確認書」

や「LIFE の CSV 取込機能への対応状況確認書」を渡して記入してもらう。

2. 見積書を取り寄せ、補助対象経費とそれ以外に分ける。

3. 申請月のシフト表などを用意し、職員の常勤換算数を求める。

事前準備

書類作成の前に行っていただきたい準備です。



1. ICT導入支援事業計画書

※チェックリストは内容を確認しておき、随時記入してください。

2. 補助金所要額調書

3. 交付申請書

4. 事業実施計画書

5. 歳入歳出予算（見込）書抄本

6. 役員名簿

書類作成

この順番で作成するとスムーズです。
それぞれの記入例も

ホームページに掲載しています。



• 介護保険事業所の指定（更新）通知の写し

• SECURITY ACTION自己宣言 申込完了メールをプリントアウトしたもの

※１法人で複数の事業所をお持ちの場合、事業所ごとにお申込みが必要です。

その場合、各事業所の代表者が個人事業主としてお申込みください。

SECURITY ACTIONのホームページ：https://www.ipa.go.jp/security/security-action/

• LIFEログイン後の画面（事業所番号がわかる箇所）をプリントアウトしたもの
※新規利用申請を行った場合は、利用申請受付完了の画面をプリントアウトしたものを提出していただき、

利用案内が届きしだい、ログイン後の画面をプリントアウトしてご提出ください。
※LIFE加算の対象事業所でなくても、必ずご提出が必要です。

LIFEのホームページ：https://life.mhlw.go.jp/

その他必要書類の用意

手続きが必要なものもあるので、
書類作成と並行して

余裕をもってご準備ください。

https://www.ipa.go.jp/security/security-action/


１ カタログ・パンフレットを用意する

導入したい機器が、補助要件を満たしているか確認します。

 記録・情報共有・報酬請求を一気通貫で（転記等を発生させず）行うことができるか

 【居宅介護事業所とのケアプラン連携が必要な居宅系の事業所の場合】
最新版のケアプラン標準仕様に対応しているか

 【LIFE対応のための経費を申請する場合】
LIFE標準仕様に対応しているか

事前準備



ケアプラン標準仕様については、国民健康保険中央会の
ベンダー試験を合格しているかも確認してください。

国民健康保険中央会のホームページ

http://www.kokuho.or.jp/system/care/careplan/

この一覧の入っているソフトは、
ケアプラン標準仕様に対応しています

http://www.kokuho.or.jp/system/care/careplan/


カタログ等や中央会HPでは、対応しているかわからない場合は？

販売店やベンダーに「対応状況確認書」を書いてもらいます。

ケアプラン標準仕様 LIFE標準仕様

①・②・④・
⑥・⑦の
項目に〇が
入っている
ことが必要

使用する項目に
〇が入っている
ことが必要



２ 見積書を用意する

見積書の中に、補助対象外経費が入っていないか確認します。

見積書

○○ 御中

××会社

介護ソフト 1式 ○○円
iPad 5台 ○○円
管理サーバーPC 1台 〇〇〇円 対象外

消費税 〇〇円 対象外
合計 ○○円

設置型のパソコン、プ
リンター、消費税など
は対象外。
見積書の中で、対象と
対象外の経費がわかる
ようにしておく。

事前準備



３ 申請月の勤務形態一覧表やシフト表などを用意する

申請月の職員の常勤換算数を計算します。

• ICT機器やソフトの活用が見
込まれる職員を計算に入れる
ことができます。

• 県でもチェックするので、
各記号が何時～何時の勤務か
わかるようにしてください。

• 小数点第2位以下は四捨五入
します。

事前準備


